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 ここでいうクラブチームとは、学校（中学校、高等学校、大学等）の部活動以外で組織する団体チームのことを言う。 
 日本陸連から提示されているクラブチームの公認要件（※別添資料参照）に、青森県としての条件も組み合わせて、クラブチームとして公

認する要件を提示する。中学生が所属するクラブチームについては、別途、青森県中学校体育連盟が令和５年２月１日付けで発表した「大会
参加手続き要項」「ガイドライン」を遵守すること。 

 以下の要件①～⑤を全て満たすことでクラブチームとして公認することとし、青森県は２０２４年度から完全に施行する。満たさない場
合は、クラブチームとして認められず、個人登録者扱い（県外の競技会に出場する場合は所属名が「青森陸協」）となる。２０２３年度は移

行期間とし、要件を満たしていなくてもクラブチームとして登録をすることができる。また、学校との二重登録をすることはできる。 

 

 要件①・・・選手が５名以上所属すること。 

 要件②・・・スタッフ（選手を兼ねていても良い）に、公認審判員登録者（Ｓ～Ｂ級、日常

的に審判業務をしていて、チームが参加する競技会でも審判業務を行う者）が

１名以上所属していること。 

 要件③・・・スタッフ（選手を兼ねていても良い）に、指導者資格保持者（スタートコーチ

or ジュニアコーチ or 公認コーチ）が１名以上所属していること。 

 要件④・・・チームに所属している者は、チームが参加する競技会において補助員として主

催者からの協力要請に応じること。 

 要件⑤・・・団体登録料（※金額は現在検討中のため、２０２３年度は不要）を納入すること。 
 

 

 

 

クラブチーム登録するための要件（青森県バージョン） ※２０２４年度施行 

＜問い合わせ先＞ 

一般財団法人青森陸上競技協会 総務部長  志田章一（E-mail: arikkyo8@jomon.ne.jp） 



★日本陸連からの資料（2022.10.12 会議資料 抜粋）★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


